
 

事 務 連 絡 

平成 26 年 9 月 12 日 

 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

   厚生労働省老健局介護保険計画課 

       高齢者支援課 

   振興課 

   老人保健課 

保険局医療介護連携政策課 

 

 

「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」について 

 

効率的かつ質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築を通じ、医療・介護を総

合的に確保するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成

元年法律第 64 号）第３条第１項に規定する「地域における医療及び介護を総合的に確保す

るための基本的な方針」（平成 26 年厚生労働省告示第 354 号）が本日告示されましたので、

別添にてお知らせします。 

なお、同法第６条に規定する基金については、本年度は医療のみを対象としていますが、

平成 27 年度から介護についても活用することが予定されており、取扱いについては今後お

示しすることとしていますので、予めご承知おきください。 

 

【問い合わせ先】 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 3164   FAX: 03-3504-1210   E-mail:sougoukakuhokg@mhlw.go.jp 

 

 （介護保険事業（支援）計画関係） 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 2175   FAX: 03-3503-2167 

 

 （基金（介護施設等の整備に関する事業）関係） 

 厚生労働省老健局高齢者支援課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 3928   FAX: 03-3595-2888 

 

 （基金（介護従事者の確保に関する事業）関係） 

 厚生労働省老健局振興課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 3936   FAX: 03-3503-7894 

 厚生労働省老健局老人保健課 

TEL: 03-5253-1111（代表）内線 3989   FAX: 03-3595-4010 

 












